
　　　　　　　　　　　
お気軽にお問合せください!

愛知県知事（9）第13918号　　〒452-0901　清須市阿原星の宮145番地1　　【営業時間】9:30～18:00【定休日】毎週水曜日

空き家は適正に管理されていないと思わぬ損害を被る可能性があります。空き家を所有していて、貸

家や売却などを検討中だけれど、どうしたらよいのか分からず話が進んでいないお客様。是非、アシスト

へご相談ください！地域密着ならではの強固なネットワークで関連会社とも連携し、細やかなサポートを

いたしますので安心してお任せください。

 「空き家の活用」を考えてみませんか？

・内装工事
・天井、外壁工事
・外構ブロックetc

・司法書士
・弁護士
・行政書士
・土地家屋調査士

・建物解体
・駐車場整地
・自動車乗入れ

・住宅ローン相談
・事業用設備
・借入相談

□そのまま放置すれば倒壊などの可能性がある

□そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる

□著しく景観を損なっている

□その他放置することが不適切な状態

空き家状態が長く続くと、自治体から空き家の処分や対処の勧告

を受け、それに従わないと特定空き家に認定されるため注意が必

要です。特定空き家に認定されると、固定資産税や都市計画税

などの優遇措置がなくなって税負担が多くなったり、５０万円以下

の過料を科せられたりする場合があります。

空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税が

毎月かかります。また、契約の解除を忘れていると光熱

費の基本料金がかかってしまいます。

空き家を放置していると家の経年劣化は加速度的に進

みます。老朽化が激しくなると資産価値は大幅に減少

し、いざ活用しようと思っても収益化が見込みづらくなる

ことも多いです。

私たちは昭和57年の創業以来、清須市エリアを中心に、土地
建物の賃貸、管理、売買を行っている他、空き家対策や土地
活用、相続についてのご相談を承ってまいりました。長年培っ
てきた確かな経験と知識、営業力を活かし、お客様に寄り添っ
たご提案をいたします。

リフォームして家主になる リフォームして家を高く売りたい

解体更地にして早く売りたい
解体更地にして地主になる

（駐車場や資材置き場にする）

リフォーム前 リフォーム後 リフォーム後

解体後 解体前解体前 解体後

リフォーム前

QRコードからも
アシストHPへ簡単アクセス！


